
令和元年度名古屋市教育委員会第52号議案 

   名古屋市教育センター処務規則の一部を改正する規則案について 

1  改正理由・内容 

 (1) 1 人 1 台の学習者用タブレットの導入に向けた調査・検討等のため、主

査（個別最適化された学びに係るＩＣＴ環境整備の推進）を学校情報化支

援部に設置し、併せて情報教育等に関する研修事務の所管を研修部から学

校情報化支援部に変更します。 

 (2) 原則勤務職員（午前 8 時45 分から 7 時間45分の勤務、週休日は土日を原

則とする職員）のうち、子の養育、要介護者の介護等の事由に該当する職

員については、早出遅出勤務が可能となったため、早出遅出勤務を行う職

員の休憩時間の時限を定めます。 

 (3) 地方公務員法（昭和25 年法律第 261  号）の改正に伴い、再任用短時間勤

務職員が導入されることとなりました。職員の勤務時間及び休暇に関する

条例施行規則（昭和26 年名古屋市人事委員会規則第11 号）において、当該

職員の勤務時間等の原則が定められていますが、業務の性質上原則による

ことのできない者の勤務時間の特例等を定めるため、規定の整備を行いま

す。 

2  施行期日 

  令和 2 年 4 月 1 日から施行します。 

3  規則案・新旧対照 

  別紙のとおり 



（案） 

 名古屋市教育センター処務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和 2 年 3 月 日 

             名古屋市教育委員会教育長  鈴 木 誠 二 

名古屋市教育委員会規則第 号 

   名古屋市教育センター処務規則の一部を改正する規則 

 名古屋市教育センター処務規則（昭和56 年名古屋市教育委員会規則第15 号）

の一部を次のように改正する。 

           「学校情報化支援部 

 第 2 条第 1 項中          を   事 務 係  に改め、同条  

                      主 査 (1) 」 

第 2 項研修部の項第 1 号中「研究調査部」の次に「、学校情報化支援部」を加

え、同項学校情報化支援部の項中第 3 号を第 4 号とし、第 2 号の次に次の 1 号

を加える。 

 (3) 情報教育等に関する研修の実施に関すること。 

 第 2 条第 2 項学校情報化支援部の項に次のように加える。 

   主査（個別最適化された学びに係るＩＣＴ環境整備の推進） 

 (1) 個別最適化された学びに係るＩＣＴ環境整備の推進に関すること。 

 第 3 条の 2 第 1 項を次のように改める。 

「学校情報化支援部 

   事 務 係 」 



業務の性質上、職員の勤務時間及び休暇に関する条例（昭和26 年名古屋市

条例第48 号）第 2 条第 3 項、第 3 条又は第 4 条第 1 項及び職員の勤務時間及

び休暇に関する条例施行規則（昭和26 年名古屋市人事委員会規則第11 号。以

下「規則」という。）第 1 条第 1 項から第 4 項までの規定によることができ

ない再任用短時間勤務職員（地方公務員法（昭和25 年法律第 261  号）第28 条

の 5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める者をいう。以下同じ。）の範

囲並びにその者の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日並びに休憩時間の

時限は、別表第 1 のとおりとする。 

第 3 条の 2 第 2 項を削り、同条第 3 項中「前 2 項に規定する職員以外の」を 

「規則第 1 条第 2 項の規定の適用を受ける」に改め、同項を同条第 2 項とし、

同条に次の 2 項を加える。 

3  規則第 1 条第 3 項の規定の適用を受ける職員の休憩時間の時限は、別表第 

2 に掲げる勤務時間の割振りの区分に応じ、同表に定める休憩時間の時限と 

する。 

4  規則第 1 条第 4 項の規定の適用を受ける再任用短時間勤務職員の休憩時間 

の時限は、その者の勤務時間の割振りが午前 8 時45 分から午後 3 時30 分まで 

の場合にあっては正午から午後 0 時45 分まで、午前 9 時から午後 3 時45 分ま 

での場合にあっては午後 0 時15 分から午後 1 時までとする。 

 附則の次に次の 2 表を加える。 

 別表第 1 （第 3 条の 2 第 1 項関係） 

職 員 の 

範 囲 
勤 務 時 間 の 割 振 り 

休 憩 時 間 

及びその時限 
週  休  日 

セ ン タ ー

（分館を除

く。）にお

ける庶務に

関する業務

に従事する

者 

1 日について午前 8 時45 分から午後

3 時45 分までの間において 6 時間とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

学校復帰に

係る教育相

談及び家庭

への支援に

関する主任

の業務に従

事する者 

1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

学校復帰に 1 日について午前 9 時から午後 4 時  休憩時間は  日曜日及び土



係る教育相

談及び家庭

への支援に

関する業務

に従事する

者 

までの間において 6 時間とする。 1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

曜日とする。 

教職員並び

に幼児、児

童及び生徒

並びにその

保護者に対

する教育相

談に関する

主任の業務

に従事する

者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 4 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

 日曜日及び 4

週間を通じて 4

日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10 時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｃ 

 1 日について午後 1 時から午 

後 7 時までの間において 6 時間 

とする。 

Ｄ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 5 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

Ｅ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 5 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｆ 

 1 日について午前11時から午 

後 7 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｇ 

 1 日について午前 9 時15分か 

ら午後 0 時15分までの間におい 

て 3 時間とする。 

教職員並び

に幼児、児

童及び生徒

並びにその

保護者に対

する教育相

談に関する

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 4 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

 日曜日及び 4

週間を通じて 4

日とする。 



業務に従事

する者 

Ｂ 

 1 日について午前10 時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｃ 

 1 日について午後 1 時から午 

後 7 時までの間において 6 時間 

とする。 

Ｄ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 5 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

Ｅ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 5 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｆ 

 1 日について午前11時から午 

後 7 時までの間において 7 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｇ 

1 日について午前 9 時15 分か 

ら午後 0 時15分までの間におい 

て 3 時間とする。 

指導力向上

を要する教

員に対する

指導に関す

る業務に従

事する者 

 1 日について午前 8 時30分から午後

5 時までの間において 7 時間30分とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日、月曜

日及び土曜日と

する。 

教員免許状

更新講習の

企画、運営

及び指導に

関する主任

の業務に従

事する者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時30分か 

ら午後 4 時30分までの間におい 

て 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時15分か 

ら午後 4 時45分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 1 日について午前 9 時から正 

午までの間において 3 時間とす Ｃ 



る。 

教員免許状

更新講習の

企画、運営

及び指導に

関する業務

に従事する

者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時30分か 

ら午後 4 時30分までの間におい 

て 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時15分か 

ら午後 4 時45分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｃ 

 1 日について午前 9 時から正 

午までの間において 3 時間とす 

る。 

特別な支援

を必要とす

る幼児、児

童及び生徒

並びにその

保護者に対

する教育相

談及び専門

的な支援に

関する主任

の業務に従

事する者 

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

特別な支援

を必要とす

る幼児、児

童及び生徒

並びにその

保護者に対

する教育相

談及び専門

的な支援の

業務に従事

する者 

 1 日について午前 9 時から午後 4 時

までの間において 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

センターに

おける技術

的及び専門

的な管理運

営に関する

業務に従事

する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 2 時45分までの間におい 

て 5 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午後 0 時30分か 

ら午後 5 時30分までの間におい 

て 5 時間とする。 

  1 日について午後 4 時15分か 

ら午後 9 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

Ｃ



  1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 5 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｅ 

 1 日について午後 0 時45分か 

ら午後 9 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 4 時45分か

ら午後 5 時45 

分までとする。

Ｆ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 3 時45分までの間におい 

て 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｇ 

 1 日について午前10時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

名古屋市の

教育資料及

び教育に関

わる事項の

調査研究に

関する業務

に従事する

者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 4 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前10時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

図書の整備

計画、管理

及びレファ

レンスサー

ビス並びに

教育に関す

る情報の調

査、収集及

びデータベ

ース作成に

関する業務

に従事する

者 

Ａ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 4 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

  1 日について午前10時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 1 時から午

後 2 時までと

する。 

Ｂ 

Ｄ



教師力フォ

ローアップ

における教

員に対する

指導助言に

関する主任

の業務に従

事する者 

 1 日について午前 8 時30分から午後

5 時までの間において 7 時間30分とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日、土曜

日及び 4 週間を

通じて 4 日とす

る。 

教師力フォ

ローアップ

における教

員に対する

指導助言に

関する業務

に従事する

者 

 1 日について午前 8 時30分から午後

5 時までの間において 7 時間30分とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日、土曜

日及び 4 週間を

通じて 4 日とす

る。 

セ ン タ ー

（分館を除

く。）にお

ける管理運

営に関する

業務に従事

する者（主

たる業務が

施設の警守

である者に

限る。） 

Ａ 

 1 日について午前 8 時15分か 

ら午後 2 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 2 時45分までの間におい 

て 5 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｃ 

 1 日について午前11時15分か 

ら午後 5 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｄ 

 1 日について午後 1 時から午 

後 6 時までの間において 5 時間 

とする。 

Ｅ 

 1 日について午後 3 時15分か 

ら午後 8 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

Ｆ 

 1 日について午後 4 時15分か 

ら午後 9 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

  1 日について午前 8 時15分か 

ら午後 4 時45分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

前11時45分か

ら午後 0 時45 

分までとする。

  1 日について午前 8 時45分か  休憩時間は

Ｇ 



ら午後 5 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｉ 

 1 日について午前 9 時30分か 

ら午後 6 時までの間において 7

時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｊ 

 1 日について午前11時45分か 

ら午後 8 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 4 時から午

後 5 時までと

する。 

Ｋ 

 1 日について午後 0 時45分か 

ら午後 9 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 4 時から午

後 5 時までと

する。 

Ｌ 

 1 日について午後 1 時から午 

後 9 時30分までの間において 7

時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 4 時15分か

ら午後 5 時15 

分までとする。

Ｍ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 3 時45分までの間におい 

て 6 時間とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

セ ン タ ー

（分館に限

る。）にお

ける管理運

営に関する

業務に従事

する者 

Ａ 

 1 日について午前 8 時15分か 

ら午後 1 時15分までの間におい 

て 5 時間とする。 

 4 週間を通じ

て 8 日とする。 

Ｂ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 1 時45分までの間におい 

て 5 時間とする。 

Ｃ 

 1 日について午後 0 時40分か 

ら午後 5 時40分までの間におい 

て 5 時間とする。 

Ｄ 

 1 日について午後 4 時20分か 

ら午後 9 時20分までの間におい 

て 5 時間とする。 

  1 日について午前 8 時15分か  休憩時間は

Ｈ



ら午後 4 時45分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｆ 

 1 日について午前 8 時45分か 

ら午後 5 時15分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｇ 

 1 日について午後 0 時50分か 

ら午後 9 時20分までの間におい 

て 7 時間30分とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は午

後 4 時 5 分か

ら午後 5 時 5

分までとする。

Ｈ 

 1 日について午前 9 時から午 

後 4 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

Ｉ 

 1 日について午前10時から午 

後 5 時までの間において 6 時間 

とする。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

セ ン タ ー

（分館を除

く。）にお

ける管理運

営に関する

業務に従事

する者（主

たる業務が

施設の警守

である者を

除く。） 

 1 日について午前 8 時45分から午後

3 時45分までの間において 6 時間とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

情報教育の

推進に関す

る事項の検

討、情報収

集、調査研

究、指導及

び助言に関

する業務に

従事する者

 1 日について午前 8 時45 分から午後

3 時45分までの間において 6 時間とす

る。 

 休憩時間は

1 日について

1 時間とし、

その時限は正

午から午後 1

時までとする。

 日曜日及び土

曜日とする。 

 別表第 2 （第 3 条の 2 第 3 項関係） 

Ｅ



勤務

区分 
勤 務 時 間 の 割 振 り 休 憩 時 間 の 時 限 

Ａ 午前 7 時45分から午後 4 時30分まで 正午から午後 1 時まで 

Ｂ 午前 8 時15分から午後 5 時まで 正午から午後 1 時まで 

Ｃ 午前 9 時15分から午後 6 時まで 正午から午後 1 時まで 

Ｄ 午前 9 時45分から午後 6 時30分まで 正午から午後 1 時まで 

Ｅ 午前 7 時45分から午後 4 時15分まで 正午から午後 0 時45分まで 

Ｆ 午前 8 時15分から午後 4 時45分まで 正午から午後 0 時45分まで 

Ｇ 午前 8 時45分から午後 5 時15分まで 正午から午後 0 時45分まで 

Ｈ 午前 9 時から午後 5 時30分まで 午後 0 時15分から午後 1 時まで 

Ｉ 午前 9 時30分から午後 6 時まで 午後 0 時15分から午後 1 時まで 

Ｊ 午前10時から午後 6 時30分まで 午後 0 時15分から午後 1 時まで 

   附 則 

 この規則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 



 （参 考） 

            新  旧  対  照 

 名古屋市教育センター処務規則（抜すい） 

改 正 案 現   行 

 （組織） 

第 2 条 センターに次の組織を置く。 

  総務課 （略） 

 研修部 

 研究調査部 

 学校情報化支援部 

   事務係 

   主査 (1)

 教育相談部 

2  部、課及び係の分掌事務並びに主査

の分担事項は、次のとおりとする。 

  総務課 （略） 

 研修部 

 (1) 教職員の研修の実施（研究調査部、

学校情報化支援部及び教育相談部の 

主管に属するものを除く。）に関す 

ること。 

 (2) （略） 

 研究調査部 （略） 

 学校情報化支援部 

   事務係 

 (1)～(2) （略） 

 (3) 情報教育等に関する研修の実施に 

 （組織） 

第 2 条 センターに次の組織を置く。  

総務課 （略） 

 研修部 

 研究調査部 

 学校情報化支援部 

   事務係 

 教育相談部 

2  部、課及び係の分掌事務並びに主査

の分担事項は、次のとおりとする。 

  総務課 （略） 

 研修部 

 (1) 教職員の研修の実施（研究調査部

及び教育相談部の主管に属するもの

を除く。）に関すること。 

(2) （略） 

 研究調査部 （略） 

学校情報化支援部 

   事務係 

 (1)～(2) （略） 



関すること。 

(4) （略） 

主査（個別最適化された学びに係 

るＩＣＴ環境整備の推進） 

 (1) 個別最適化された学びに係るＩＣ

Ｔ環境整備の推進に関すること。 

 教育相談部 （略） 

 （勤務時間の特例等） 

第 3 条の 2  業務の性質上、職員の勤務

時間及び休暇に関する条例（昭和26年

名古屋市条例第48号）第 2 条第 3 項、

第 3 条又は第 4 条第 1 項及び職員の勤

務時間及び休暇に関する条例施行規則

（昭和26年名古屋市人事委員会規則第

11号。以下「規則」という。）第 1 条

第 1 項から第 4 項までの規定によるこ

とができない再任用短時間勤務職員（ 

地方公務員法（昭和25年法律第 261 号）

第28条の 5 第 1 項に規定する短時間勤

務の職を占める者をいう。以下同じ。）

の範囲並びにその者の勤務時間の割振

り、休憩時間及び週休日並びに休憩時

間の時限は、別表第 1 のとおりとする。

(3) （略） 

 教育相談部 （略） 

 （勤務時間の特例等） 

第 3 条の 2  職員の勤務時間及び休暇に

関する条例（昭和26年名古屋市条例第

48号）第 8 条に規定する勤務をさせる

見込みがないと教育長が認める職員の

勤務時間の割振りは、午前 8 時45分か

ら午後 5 時15分まで又は午前 9 時から

午後 5 時30分までの間において 1 日 7

時間45分とし、休憩時間は、45分とし、

週休日は、日曜日及び土曜日とする。

 2  前項の規定の適用を受ける職員の休

憩時間の時限は、勤務時間の割振りが

午前 8 時45分から午後 5 時15分までの

場合にあっては正午から午後 0 時45分

までとし、午前 9 時から午後 5 時30分

までの場合にあっては午後 0 時15分か



ら午後 1 時までとする。 

2  規則第 1 条第 2 項の規定の適用を受

ける職員の休憩時間の時限は、正午か

ら午後 1 時までとする。 

3  前 2 項に規定する職員以外の職員の

休憩時間の時限は、正午から午後 1 時

までとする。 

3  規則第 1 条第 3 項の規定の適用を受

ける職員の休憩時間の時限は、別表第

2 に掲げる勤務時間の割振りの区分に

応じ、同表に定める休憩時間の時限と

する。

4  規則第 1 条第 4 項の規定の適用を受

ける再任用短時間勤務職員の休憩時間

の時限は、その者の勤務時間の割振り

が午前 8 時45分から午後 3 時30分まで

の場合にあっては正午から午後 0 時45

分まで、午前 9 時から午後 3 時45分ま

での場合にあっては午後 0 時15分から

午後 1 時までとする。


